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●
申
告
に
必
要
な
も
の
（
申
告
書
に
添
付

し
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）

①
家
屋
の
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
ま
た
は
登

記
事
項
証
明
書
（
法
務
局
で
発
行
）
な
ど

②
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し
ま
た
は
、
増

改
築
等
工
事
証
明
書
な
ど
（
増
改
築
の
場

合
）

③
家
屋
の
取
得
価
格
・
取
得
年
月
日
の
わ

か
る
も
の
（
売
買
契
約
書
、
建
築
工
事
の

請
負
契
約
書
、
領
収
書
な
ど
の
写
し
）

※
住
宅
ロ
ー
ン
に
含
ま
れ
る
敷
地
な
ど
の

購
入
に
係
る
ロ
ー
ン
な
ど
に
つ
い
て
こ
の

控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
敷

地
な
ど
の
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
、
そ
の
敷

地
な
ど
の
分
譲
に
係
る
契
約
書
な
ど
で
、

そ
の
敷
地
な
ど
の
取
得
価
額
・
取
得
年
月

日
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
ま
た
は
そ
の
写

し
が
必
要
で
す
。

④
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書
（
借
入
先
の
金
融
機
関
で

発
行
）

⑤
住
民
票
（
平
成
14
年
１
月
１
日
以
降
発

行
の
も
の
）

※
住
民
票
の
異
動
が
な
い

場
合
は
入
居
し
た
年
月
日
が
明
ら
か
に
な

る
書
類
が
必
要
で
す
。

⑥
源
泉
徴
収
票

⑦
認
め
印

※
出
張
申
告
相
談
会
場
に
は
、
契
約
書
な

ど
の
コ
ピ
ー
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

そ
の
場
で
コ
ピ
ー
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
と
あ
わ
せ
て
、

住
宅
取
得
資
金
等
贈
与
の
特
例
を
受
け
る

た
め
に
、
贈
与
税
の
申
告
を
す
る
人
は
、

出
張
会
場
及
び
市
役
所
で
は
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
の
で
刈
谷
税
務
署
へ
お
出
か
け

く
だ
さ
い
。

●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
治
療
費
、
医
療
品
の
購
入
な
ど
の
領
収

書
（
領
収
書
の
日
付
が
平
成
13
年
中
の
も

の
）

②
国
民
健
康
保
険
の
高
額
療
養
費
、
社
会

保
険
、
生
命
保
険
、
損
害
保
険
か
ら
の
給

付
金
な
ど
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書

③
源
泉
徴
収
票

④
認
め
印

●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
り
災
証
明
書
な
ど
被
害
を
証
明
す
る
も

の②
損
害
金
額
の
わ
か
る
も
の

③
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の

明
細
書

④
源
泉
徴
収
票

⑤
認
め
印

●
申
告
に
必
要
な
も
の

①
所
得
控
除
が
済
ん
で
い
な
い
事
項
に
つ

い
て
、
そ
の
明
細
の
わ
か
る
も
の

②
源
泉
徴
収
票

③
給
与
か
ら
控
除
さ
れ
た
以
外
の
社
会
保

険
料
、
生
命
保
険
料
及
び
損
害
保
険
料
の

証
明
書
な
ど
そ
の
支
払
金
額
の
わ
か
る
も

の④
認
め
印

＊
所
得
税
が
還
付
に
な
る
人
は
、
還

付
金
の
受
取
口
座
（
本
人
名
義
に
限

る
）
の
金
融
機
関
名
、
口
座
番
号
を

ご
確
認
の
う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
こ
に
記
載
し
た
内
容
は
基
本

的
な
事
項
の
説
明
で
す
。
詳
し
く
は
、
刈

谷
税
務
署
（
�〈
21
〉６
２
１
１
）、市
役
所

市
民
税
課
ま
た
は
、
申
告
会
場
（
相
談
会

場
）
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
会
場

は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
時
間
に

余
裕
を
も
っ
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
な

お
、
車
の
駐
車
は
、
婦
人
会
館
周
辺
の
駐

車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

～正しい申告と納税にご協力ください～

〜
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
所
得
税
の
還
付
申
告
〜

☆
昨
年
中
に
ロ
ー
ン
で
家
を
建
て
た
人

☆
一
定
額
以
上
の
医
療
費
を
支
出
し
た
人

☆
一
定
額
以
上
の
災
害
・
盗
難
に

あ
っ
た
人

☆
昨
年
の
途
中
で
退
職
し
て

年
末
調
整
の
済
ん
で
い
な
い
人

広域還付申告センターを開設します

コンピューターによる音声案内に従って画面（タッチパ
ネル）に触れるだけで、給与所得者の医療費控除などの還
付申告書や、年金所得者の確定申告書が作成できます。ま
た、申告書の配布、受け付けも行います。 ※利用できる
のは平成13年分のみ

★名古屋駅会場

ところ�ＪＲ名古屋駅中央コンコース「イベントスペース」

とき�２月４日�～８日�午前９時30分～午後４時30分

★国税局会場

ところ�名古屋第二国税総合庁舎（名古屋市中区）

とき�２月４日�～28日�午前９時30分～午後５時（土・

日曜日、祝日を除く）

★対象者

１．所得が給与のみで次の還付申告書を提出する人　

①医療費控除の適用を受けられる人　②中途退職し、年末

調整を受けてない人　③年末調整漏れの所得控除のある人

④２か所以上からの給与収入のある人　

２．所得が年金のみの人または年金と給与の人　

問い合わせ�名古屋国税局ホームページ（http://www.nagoya.

nta.go.jp）、名古屋国税局個人課税課（�052〈951〉3511）


